
　
施
設
サ
ー
ビ
ス
と
は
、
介
護
老
人
福
祉
施

設
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
や
介
護
老
人

保
健
施
設
等
に
入
所
し
て
受
け
る
サ
ー
ビ
ス

の
こ
と
で
す
。

　
令
和
３
年
３
月
末
現
在
の
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
利
用
者
が
約
３
６
０
人
、
う
ち
施
設
サ

ー
ビ
ス
利
用
者
が
１
２
０
人
で
あ
り
、
県
内

で
も
特
に
高
い
水
準
で
今
後
し
ば
ら
く
の

間
、こ
の
よ
う
な
状
況
が
続
く
見
込
み
で
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
に

よ
り
、
家
庭
で
の
介
護
の
在
り
方
も
変
わ
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
独
居
な
ど
高
齢

者
世
帯
の
方
が
、
遠
方
に
住
む
子
ど
も
た
ち

の
支
援
を
受
け
な
が
ら
生
活
す
る
こ
と
も
で

き
て
い
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
、
頻
繁
に
移
動
が
で
き

な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
支
援
が
行

き
届
か
ず
自
宅
で
の
生
活
が
困
難
に
な
っ
た

場
合
、
安
心
安
全
な
居
場
所
と
し
て
施
設
を

選
択
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

病
気
な
ど
で
入
院
し
た
場
合
も
、
面
会
規
制

な
ど
に
よ
り
、
支
援
者
が
本
人
の
状
態
を
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
主
治
医
と
の
退

院
後
の
調
整
が
難
し
く
な
り
、
結
果
と
し
て

自
宅
へ
の
帰
宅
を
断
念
し
施
設
入
所
を
選
択

す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
に

市
町
村
か
ら
受
け
る
認
定
を
「
要
介
護
・
要

支
援
認
定
」
と
い
い
ま
す
。
認
定
調
査
と
主

治
医
意
見
書
に
基
づ
く
一
次
判
定
と
、
介
護

認
定
審
査
会
の
審
査
・
判
定
で
あ
る
二
次
判

定
を
経
て
、
介
護
や
支
援
が
必
要
な
程
度
で

あ
る
要
介
護
度
が
決
定
し
、
実
際
に
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
令
和
３
年
３
月
末
現
在
の
65
歳
以
上
の
要

介
護
認
定
率
は
18
・
２
％
、
今
後
３
〜
５
年

の
間
に
最
大
で
20
％
程
度
ま
で
上
昇
す
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。（
図
４
）

　
そ
の
中
で
も
、
最
初
の
要
介
護
認
定
で
要

介
護
３
〜
５
と
認
定
さ
れ
る
方
が
40
％
近
い

こ
と
は
大
き
な
課
題
で
す
。
要
介
護
３
以
上

と
は
「
日
常
生
活
全
般
に
介
護
を
要
す
る
状

態
」
で
あ
り
、
何
ら
か
の
支
援
が
頻
回
に
必

要
な
状
態
を
意
味
し
ま
す
。
本
人
や
家
族
の

頑
張
り
に
よ
っ
て
、
身
の
回
り
の
こ
と
が
で

き
る
ま
で
に
回
復
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す

が
、
継
続
し
た
介
護
が
必
要
な
場
合
も
多
い

の
で
す
。

　
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
場
合

で
も
、
病
状
の
悪
化
や
新
た
な
病
気
に
よ
り

急
性
期
病
棟
に
入
院
し
た
場
合
な
ど
急
性
期

医
療
等
が
必
要
な
場
合
は
、
原
則
と
し
て
医

療
保
険
か
ら
の
給
付
が
優
先
さ
れ
、
そ
れ
以

外
の
介
護
保
険
と
医
療
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
が

重
な
る
部
分
は
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
が
優

先
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
場
合
は
、
介
護
保
険
が
医
療
保
険
に

優
先
す
る
部
分
が
多
く
あ
る
の
で
す
。
入
院

し
た
と
き
に
「
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
ま

す
か
？
」
と
病
院
の
職
員
に
尋
ね
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
な

の
で
す
。

　
ま
た
、
こ
れ
ま
で
は
県
立
新
庄
病
院
や
新

庄
徳
洲
会
病
院
等
で
の
治
療
や
リ
ハ
ビ
リ
が

終
了
し
、
退
院
と
な
っ
て
自
宅
に
帰
る
際
、

生
活
で
き
る
十
分
な
体
力
が
戻
っ
て
い
な
い

と
判
断
さ
れ
た
と
き
、
町
立
金
山
診
療
所
に

入
院
し
て
更
に
回
復
を
目
指
し
な
が
ら
今
後

を
検
討
す
る
選
択
も
可
能
で
し
た
。し
か
し
、

無
床
化
に
よ
り
、
町
外
の
医
療
機
関
で
入
院

を
続
け
る
か
、自
宅
に
戻
る
か
、
施
設
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
を
検
討
す
る
か
、
と
い
う
選
択

を
よ
り
早
く
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
心
理
的
負
担
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
一
般
的
に
、
医
療
機
関
へ
の
入
院
期
間

は
短
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
避
け
て
は

通
れ
な
い
問
題
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
慮
し
、
自
宅
で
の

介
護
が
し
や
す
く
な
る
よ
う
、
町
立
金
山
診

療
所
の
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
や
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
の
訪
問
看
護
な
ど
を
利
用
す
る
方
が

増
え
る
こ
と
を
想
定
し
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

量
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　
人
口
減
少
と
高
齢
者
人
口
の
増
加
を
避
け

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
状
況

の
中
、介
護
保
険
料
の
上
昇
を
抑
え
る
に
は
、

介
護
給
付
費
を
抑
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
『
健

康
寿
命
の
延
伸
』
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
そ
の

カ
ギ
と
な
る
の
は
『
今
後
の
要
介
護
認
定
者

数
の
推
移
』
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
次
回
は
、『
健
康
寿
命
を
延
伸
す
る
た
め

に
で
き
る
こ
と
〜
保
健
事
業
と
介
護
予
防
の

一
体
的
実
施
〜
』
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま

す
。

　
高
齢
者
の
介
護
を
社
会
全
体
で
支
え
る

「
介
護
の
社
会
化
」
を
目
的
と
し
て
平
成
12

年
（
２
０
０
０
年
）
４
月
か
ら
始
ま
っ
た
介

護
保
険
制
度
は
、令
和
２
年（
２
０
２
０
年
）

に
20
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

　
そ
の
間
、
金
山
町
で
は
高
齢
化
率
が
30
％

を
超
え
本
格
的
な
超
高
齢
社
会
を
迎
え
て
お

り
、
団
塊
の
世
代
が
75
歳
以
上
と
な
る
令
和

７
年
（
２
０
２
５
年
）、
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世

代
が
65
歳
以
上
と
な
る
令
和
22
年
（
２
０
４

０
年
）
に
は
、
町
の
総
人
口
及
び
現
役
世
代

人
口
が
減
少
す
る
一
方
で
、
高
齢
者
人
口
の

ピ
ー
ク
が
到
来
す
る
見
込
み
で
す
。（
図
１
）

　
高
齢
者
人
口
の
増
加
は
、
近
い
将
来
、
介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
方
が
増
え

る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
今
ま
で
の
状
況

が
こ
の
ま
ま
続
く
と
仮
定
し
た
場
合
、
要
支

援
・
要
介
護
認
定
者
数
の
増
加
と
介
護
給
付

費
及
び
介
護
保
険
料
の
更
な
る
上
昇
が
見
込

ま
れ
て
い
ま
す
。（
図
２
）

　
介
護
給
付
費
と
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
し
た
と
き
の
自
己
負
担
分
を
除
い
た
介
護

保
険
が
負
担
す
る
給
付
費
（
９
〜
７
割
）
の

こ
と
で
す
。（
図
３
）

　
今
年
４
月
か
ら
の
金
山
町
の
介
護
保
険
料

（
基
準
額
）
は
、
３
年
前
と
比
較
し
て
県
内

で
最
大
の
増
加
率
と
な
り
、
一
番
高
い
７
９

０
０
円
と
な
り
ま
し
た
。

❶
施
設
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
が
要
介
護
認
定
者

の
約
30
％
で
推
移
し
続
け
る
こ
と
。
ま
た

独
居
や
高
齢
者
世
帯
の
増
加
に
よ
り
家
で

介
護
が
で
き
ず
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

が
さ
ら
に
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

❷
最
初
の
介
護
認
定
で
要
介
護
３
〜
５
と
重

く
認
定
さ
れ
る
方
が
約
40
％
弱
と
高
い
状

況
で
あ
る
こ
と
。

❸
町
立
金
山
診
療
所
の
無
床
化
に
よ
り
、
訪

問
リ
ハ
ビ
リ
や
訪
問
看
護
な
ど
の
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
で
補
う
部
分
が
出
て
く
る
こ

と
。
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知ってほしい
のこと介護保険

「広報かねやま６月号」において、介護保険料の上昇の主な要因３つをお知らせしました。
今月号では、その主な要因の理由について考えていきます。

金
山
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の
介
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保
険
20
年

介
護
保
険
料
上
昇
の
主
な
要
因

施
設
サ
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ビ
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れ
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と

健
康
寿
命
の
延
伸
が
カ
ギ
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❶

最
初
の
要
介
護
認
定
で

重
く
認
定
さ
れ
る
方
が

多
い

理由
❷

診
療
所
の
無
床
化
に
よ
り

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
で
補

う
部
分
が
出
て
く
る
こ
と

理由
❸

（図１）金山町人口（推計と推移）
【資料】～H27国勢調査、H30～住民基本台帳（10月1日現在）

（図４）要支援・要介護認定者数（推計と推移）
【資料】介護保険事業報告（R2は、10月月報数値）

（図２）介護保険料と標準給付見込額の推移

（図３）介護給付費の財源内訳
　　　　自己負担分以外は公費と保険料で賄われる


